
 

 

 

 

新本庁舎外構工事の進捗に伴う敷地内おもいやり駐車

場周辺の通行止め規制区間の変更等について 

 

■ 通行止め規制

区間の変更

（１回目）に

ついて 

 １ 期間    令和７年11月初旬から令和８年３月末まで 

２ 規制区間  別紙緑色の箇所 

３ 敷地内おもいやり駐車場 

これに伴い、仮設おもいやり駐車場への出入口が別紙

「仮設おもいやり駐車場出入口」１か所となります。 

※庁舎出入口については、出入口２（令和８年１月中旬まで）及び通用

口が利用できます。 

■ 通行止め規制

区間の変更

（２回目）に

ついて 

 １ 期間    令和８年１月中旬から令和８年３月末まで 

２ 規制区間  別紙赤色の箇所 

３ 敷地内おもいやり駐車場 

これに伴い、敷地内おもいやり駐車場を中央中学校側

の本設おもいやり駐車場（別紙青色の箇所）に移設しま

す。移設後は、別紙水色の仮設通路（未舗装：歩行者通

行不可）から本設おもいやり駐車場に入場できます。 

※庁舎出入口については、出入口１（令和８年１月中旬から）及び通用

口が利用できます。 

 

③すべての人に健康と福祉を⑩人や国の不平等をなくそう⑪住み続けられるまちづくりを
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TEL 0277-32-4145 

令和7年10月15日 

総務部総務課 

敷地内仮設おもいやり駐車場周辺の外構工事に伴い、下記のとおり、

２回に分けて、同駐車場周辺における通行止め規制区間の変更を行いま

す。なお、２回目の変更については、同駐車場の箇所も工事着手するこ

とから、おもいやり駐車場の移設と本庁舎出入口の変更を伴いますの

で、併せてお知らせします。 
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